
アメリカ刑事司法の一断面(1) (庭山）

の
人
々
が
何
げ
な
く
考
え
る
『
ア
メ
リ
カ
人
』
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
実
は
中

の
平
均
的
ア
メ
リ
カ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
は
全
世
界
に
伝
わ
っ
て
お
り
、
世
界

朴
を
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、

J
 

か
ず
ゆ
き

松
尾
式
之
著
『
不
思
議
の
国
ア
メ
リ
カ
』
(
-
九
八
八
年
）
は
全
米
五
〇

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
中
西
部
、
南
部
、

キ
ー
・
マ
ウ
ン
テ
ン
、
南
西
部
、
西
海
岸
の
七
プ
ロ
ッ
ク
に
わ
け
て
い
る
。

そ
の
―
つ
で
あ
る
中
西
部
を
評
し
て
著
者
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
中
西
部

ヽ

は

じ

め

に

ア
メ
リ
カ
刑
事
司
法
の

＇ 

•9,

'
9999999999999999J 

＃
品
九
ノ
ー
ト
ー
ー

rr,',＇,‘,＇,＇,','、',＇,＇,‘,＇,',＇

,',',',',LL

ロ
ッ

八
頁
）

る
。
最
も
典
型
的
な
の
は
ア
メ
リ
カ
の
言
葉
で
あ
ろ
う

C

か
、
標
準
的
な
ア
メ
リ
カ
英
語
と
い
う
の
は
、
ボ
ス
ト
ン
や
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
の
英
語
で
は
な
く
中
西
部
の
英
語
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
」
（
同
書
八

こ
の
こ
と
は
私
自
身
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
か
ね
て
か
ら
承
知
し
て
お
り
、

機
会
が
あ
っ
た
ら
中
西
部
の
刑
事
司
法
を
実
体
験
し
た
い
と
願
っ
て
い

た
。
だ
か
ら
本
年
四
月
、
法
学
部
の
同
僚
で
国
際
法
担
当
の
山
崎
好
士
助

中
西
部
的
な
も
の
を
も
っ
て
、

五
五

西
部
人
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
…
…
実
際
ア
メ
リ
カ
自
身
も

い
つ
の
頃
か
ら

ア
メ
リ
カ
の
代
表
と
し
て
い
る
ふ
し
が
あ

断
面
田

庭

山

英

雄
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アメリカ刑事司法の一断面(1)(庭山）

す
で
に
心
の
準
備
は
整
っ
て
い
た
。

国
し
て
か
ら
ク
ラ
ン
プ
1
1

マ
ー
テ
ン
ス
著
井
上
正
仁
監
訳
『
あ
る
強
盗
事 （帰

二、

備
知
識
を
蓄
え
た
が
、

室
共
著
『
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
手
続
』

（
一
九
八
七
年
）
を
何
度
も
読
ん
で
予

シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
に
期
待
し
た
所
以
で
あ
る
。

五
七 （

戦
前
）

通
し
た
。

日
本
に
い
る
と
き
、

そ
れ
か
ら
機
中
で
も
リ
ー
ド
・
井
上
・
山

W
a
r
r
a
n
t
/
I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 U
n
i
t
 7
6
3
-
5
1
9
0
 

右
の
デ
ィ
レ
ク
タ
リ
を
じ
っ
と
見
て
い
る
と
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
頭
に

浮
か
ぶ
。
麻
薬
や
ア
ル
コ
ー
ル
対
策
に
力
を
入
れ
て
い
る
こ
と
、
捜
査
で

は
重
大
詐
欺
犯
罪
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
、
犯
罪
捜
査
学
の

陣
容
が
整
っ
て
い
る
こ
と
、
中
で
も
殺
人
、
強
姦
に
力
が
入
れ
ら
れ
て
い

る
こ
と
な
ど
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
実
習
の
重
点
を

P
r
e
v
e
n
,
 

tion, 
Investigation, Criminalistics
の
三
点
に
お
く
こ
と
と
し
た
。

右
の
作
業
と
併
行
す
る
が
、
大
学
の
近
く
の
本
屋
に
行
き

A
l
l
e
n
a
n
d
 

K
u
h
n
s
,
 Constitutional 
C
r
i
m
i
n
a
l
 
P
r
o
c
e
d
u
r
e
,
 1
9
8
5

を
始
～
め
と
し

て
C
r
i
m
i
n
a
l
P
r
o
c
e
d
u
r
e
と
名
の
つ
く
本
は
全
部
購
入
し
て
急
ぎ
目
を

こ
れ
は
テ
キ
サ
ス
州
を
中
心
と
す
る
刑
事
手
続
に

つ
い
て
で
あ
っ
た
。
私
と
し
て
は
オ
ハ
イ
オ
州
の
刑
事
手
続
の
特
徴
を
つ

か
み
た
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
右
の
市
販
の
本
で
は
果
せ
な
か
っ
た
。

い
ぜ
い
大
学
の
ラ
イ
プ
ラ
リ
ー
で
州
法
を
一
覧
す
る
に
と
ど
ま
っ
た

せ

件
の
軌
跡
—
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
司
法
』
〈
一
九
八
八
年
〉
に
接
し
、
事
前
に

こ
れ
を
読
ん
で
お
け
ば
と
思
っ
た
が
、
あ
と
の
祭
り
で
あ
っ
た
）
。
し
か
し

八
月
一
日
午
前
一

0
時
、
山
崎
氏
の
案
内
で
警
察
署

(Cincinnati

あ
い
さ
つ
し
た
の
ち
広
報
係
の

N
氏
か
ら
午
前
中
い
っ
ぱ
い
同
警
察
の
生

い
た
ち
と
組
織
と
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
。
そ
れ
ら
を
紹
介
す
る
前
に

部
と
は
五
大
湖
の
西
方
、
南
方
お
よ
び
西
南
方
に
広
が
る
ミ
ネ
ソ
タ
、

ィ
ス
コ
ン
シ
ン
、

ミ
シ
ガ
ン
‘

イ
リ
ノ
イ
、

ア
イ
オ
ワ
、
ネ
プ
ラ
ス
カ
（
東
部
）
、

千
万
人
。
ド
イ
ツ
系
、
北
欧
系
、

ウ
カ
ン

イ
ギ
リ
ス
系
が
基
本
だ
が
都
市
部
に
は

ポ
ー
ラ
ン
ド
系
な
ど
の
東
欧
か
ら
の
移
民
も
多
い
。
そ
し
て
オ
ハ
イ
オ
州

は
右
の
一

0
地
域
の
中
で
も
最
も
＂
ア
メ
リ
カ
的
“
と
言
わ
れ
る
。
私
が

シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
警
察
の
歴
史

シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
は
ア
メ
リ
カ
独
立
―
二
年
後
に
入
植
が
開
始
さ
れ
、
長

い
間
辺
境
の
町
（
旧
名
ロ
ス
ア
ン
テ
ィ
ビ
レ
）
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、

一
八

0
二
年
に
人
口
約
八

0
0人
の
町
（
法
人
組
織
）
と
し
て
発
足
し
た
。

そ
の
時
ま
で
は
ワ
シ
ン
ト
ン
砦
の
軍
人
ら
が
必
要
に
応
じ
て
”
防
御
“
の

任
に
当
っ
て
い
た
。
町
創
設
の
初
期
に
は
犯
罪
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
交
通

ザ
ス

（
東
部
）

の．

O
地
域
を
さ
す
。
地
理
は
ほ
ぽ
平
坦
で
人
口
は
約
六

イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
、

ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア

（
西
部
）
、

オ
ハ
イ
オ
、

中
西
部
に
つ
い
て
少
し
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

い
わ
ゆ
る
中
西

P
o
l
i
c
e
 Division) 
に
出
頭
し
た
。
ま
ず
型
ど
お
り
各
部
署
の
責
任
者
に

8-3-401 (香法'88)



そ
れ
は
一
ド
ル
で
あ
っ
た
。

一
八
五
五
年
ま
で
に
は
隊
員
数
は
一

0
0、

問
題
も
発
生
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
住
民
は
警
察
の
よ
う
な
も
の
の
必
要

性
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
。
町
の
発
足
後
は
保
安
官

(
M
a
r
s
h
a
l
)
が
毎
年

選
出
さ
れ
て
は
い
た
が
、
実
際
の
警
察
活
動
は
一
八

0
三
年
に
大
火
が
起

き
て
町
議
会

(Council)

が
夜
警
を
設
け
る
ま
で
行
わ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
ニ
―
歳
以
上
の
男
性
町
民
は
無
給
で
順
に
夜
警
（
毎
夜
―
二
名
宛
）

を
勤
め
た
。
彼
ら
は
毎
夜
八
時
に
夜
警
詰
所
に
集
ま
り
、
二
組
に
わ
か
れ

て
パ
ト
ロ
ー
ル
に
従
事
し
た
。
パ
ト
ロ
ー
ル
に
さ
い
し
て
は
各
人
が
角
燈

発
し
て
助
力
を
求
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。

シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
が
急
速
に
発
展
す
る
に
つ
れ
て
、
強
制
的
な
夜
警
の
仕

事
に
疲
れ
た
一
部
の
町
民
が
職
業
的
夜
警
の
制
度
を
設
け
る
た
め
の
基
金

を
集
め
始
め
た
。

っ
て
隊
長

(
C
a
p
t
a
i
n
)

一
人
と
夜
警
係
六
人
と
が
任
命
さ
れ
た
。
彼
ら
は

逮
捕
権
限
を
与
え
ら
れ
、

ま
た
街
燈
を
手
入
れ
し
て
夕
方
に
点
火
す
る
役

目
も
与
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
翌
年
一
八
一
九
年
に
人
口
約
九
千
人
の
市

に
昇
格
し
た
。
市
域
は
南
は
オ
ハ
イ
オ
川
、
西
は
ミ
ル
ク
リ
ー
ク
そ
し
て

北
は
ミ
ル
ク
リ
ー
ク
か
ら
オ
ハ
イ
オ
川
に
至
る
一
直
線
ま
で
で
あ
っ
た
。

一
八
二
六
年
ま
で
に
は
夜
警
隊
は
二
人
の
大
尉
と
一
八
人
の
隊
員
へ
と
成

長
し
た
。
一
八
四
二
年
に
は
夜
警
隊
を
補
う
た
め
二
人
の
昼
間
勤
務
警
備

員
が
加
え
ら
れ
た
。
彼
ら
の
日
給
は
一
・
ニ
五
ド
ル
で
あ
り
、
夜
警
員
の

一
八
一
八
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
年
に
条
例
が
通

と
ラ
ト
ル

（
音
が
出
る
も
の
）

と
を
携
帯
し
た
。

い
ざ
と
い
う
時
警
報
を

員
会
を
設
立
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

離
さ
れ
た
。
同
法
が
警
察
隊
の
監
督
を
強
化
す
る
た
め
中
立
的
な
警
察
委

な
が
ら
市
の
警
察
部
局
は
州
法
に
よ
っ
て
一
八
八
六
年
に
政
界
か
ら
切
り

市
の
人
口
は
一
三
万
五
千
へ
と
増
え
て
い
た
。
そ
の
年
に
初
め
て
刑
事
が

誕
生
し
三
名
の
隊
員
が
捜
査
専
従
と
な
っ
た
。

一
八
九
四
年
に
は
遂
に
す

べ
て
の
財
産
所
有
者
に
税
を
課
す
る
条
例
を
市
議
会
は
成
立
さ
せ
た
。
警

備
員
の
給
与
支
払
の
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
市
の
納
税
者
に

対
し
直
接
責
任
を
負
う
最
初
の
”
警
察
隊
＂
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

止
さ
れ
た
。
警
察
委
員
会
（
五
人
構
成
で
無
給
）

の
も
と
に
首
席
警
察
官

保
安
官
職
を
発
展
的
に
継
承
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の

名
称
も
一
八
七
三
年
に
警
察
監
察
官
へ
と
変
っ
た
。
警
備
員
と
警
察
官
と

の
任
免
は
当
初
か
ら
政
治
的
色
彩
を
帯
び
て
お
り
、
市
長
職
に
あ
る
者
の

意
向
に
そ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
是
正
す
る
た
め
一
八
七

三
年
に
は
四
人
構
成
の
委
員
会
ー
同
会
は
市
長
と
首
席
警
察
官
と
の
権
力

を
奪
っ
た
ー
を
選
挙
で
決
め
る
法
令
が
作
ら
れ
た
。
こ
の
委
員
会
は
短
命

で
一
八
七
四
年
に
は
廃
止
さ
れ
て
再
び
市
長
が
権
力
を
握
っ
た
。
し
か
し

こ
の
委
員
会
は
オ
ハ
イ
オ
州
知
事
の
任
命
に
か
か
る
四
人
の
委
員
か
ら

安
官
の
職
は
政
略
に
よ
っ
て
重
要
性
を
失
っ
て
お
り
、
首
席
警
察
官
職
は

の
職
が
す
で
に
設
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

一
八
五
三
年
以
来
保

く
は
二
年
）

の
監
督
下
に
あ
っ
た
。

一
八
五
九
年
に
市
保
安
官
の
職
は
廃

初
期
の
頃
か
ら
警
備
員
は
町
も
し
く
は
市
の
保
安
官
（
任
期
一
年
も
し

五
八

8 -3-402 (香法'88)
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さ
れ
、

と、
そ
の
年
ま
で
に
警
察
内
部
で
も
多
く
の
改
善
が
行
わ
れ
た
。

ふ
り
返
る

ー
ル
し
て
い
た
。

二
名
の
警
察
官
が
四
九
平
方
マ
イ
ル
（
当
時
の
大
体
の
市
域
）
を
パ
ト
ロ

成
り
、
同
知
事
は
委
員
を
罷
免
す
る
権
限
を
も
っ
て
い
た
。
委
員
の

以
上
は
同
一
政
党
に
属
し
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
警
察
官
の
任
用
と
昇
任

と
は
政
治
と
は
無
関
係
の
能
力
評
価
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、

す
べ
て
委
員
会

の
承
認
を
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
委
員
も
警
察
官
も
政
治
活
動
は

禁
じ
ら
れ
た
。
市
長
は
直
接
に
警
察
を
監
督
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
活
動

一
九

0
三
年
に
は
首
席
警
察
官
の
地
位
は
再
び
確
立
さ
れ
、
警
察
委
員

会
と
消
防
委
員
会
と
は
合
併
し
て
公
共
安
全
委
員
会
が
作
ら
れ
た
。
し
か

し
六
年
後
に
こ
の
委
員
会
は
廃
止
さ
れ
、
治
安
局
長
が
任
命
さ
れ
て
警
察
、

一
九
一

0
年
に
は
任
用
・
昇
進
に
お
け
る
業
績
主
義
が
現
行
公
務
法
の

成
立
つ
ま
り
公
務
委
員
会
の
設
立
と
公
務
審
査
官
の
任
命
と
に
よ
っ
て
強

化
さ
れ
た
。
当
時
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
の
人
口
は
三
六
三
、

も
と
と
な
っ
た
。

五
九
一
人
で
六
四

一
八
五
六
年
に
は
制
服
が
初
め
て
採
用
さ
れ
た
。
被
逮
捕
者
の
登
録

制
度
が
一
八
六
三
年
に
始
ま
り
、
一
八
七
三
年
の
犯
罪
人
写
真
集
創
設
の

一
八
六
六
年
に
は
警
察
電
報
の
ダ
イ
ヤ
ル
方
式
が
採
用

ベ
ル
が
特
許
を
と
っ
て
ち
ょ
う
ど
二
年
後
の
一
八
七
八
年
に
は
電

話
が
採
用
さ
れ
た
。
翌
年
に
は
全
部
門
を
つ
な
ぐ
交
換
装
置
が
設
け
ら
れ
、

消
防
、
福
祉
そ
の
他
に
つ
い
て
責
任
を
と
る
こ
と
と
な
っ
た
。

方
針
に
対
し
て
は
責
任
を
と
っ
た
。

一人

ペ
車
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。

五
九

つ
き
ワ
ゴ
ン
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
の
は
一
九
一
三
年
で
あ
っ
た
。

一
九

こ。t
 

こ
の

ま
れ
る
。

シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
警
察
は
電
報
を
電
話
に
切
り
か
え
た
最
初
の
警
察
と
し
て

の
栄
誉
を
担
っ
た
。

取
っ
て
代
わ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
数
年
後
に
は
現
在
の
警
察
に
見
ら
れ
る

種
々
の
設
備
や
方
式
の
導
入
を
見
た
。
こ
れ
ら
に
は
警
察
官
用
体
育
館
、

軍
隊
式
の
ド
リ
ル
（
恒
例
の
観
閲
パ
レ
ー
ド
を
飾
る
）
、
正
式
訓
練
用
教
室
、

警
察
手
帳
（
各
種
法
規
や
職
務
指
針
も
記
さ
れ
て
い
る
）
、
検
査
局
（
定
期

に
身
体
な
ら
び
に
心
神
の
検
査
を
行
う
）
、
図
書
室
お
よ
び
表
彰
制
度
が
含

一
八
九
二
年
に
は
ベ
ル
テ
ィ
ヨ
ン
式
人
体
測
定
法
（
犯
人
識
別
法
）
を

扱
う
部
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
指
紋
に
よ
る
人
定
方
式
（
一
九

0
四

年
の
ア
メ
リ
カ
ヘ
の
導
入
直
後
に
採
用
さ
れ
た
）

部
局
は
一
九
―
二
年
に
人
定
部
と
な
っ
た
。

ニ
四
年
ま
で
に
馬
は
ロ
ー
ド
ス
タ
ー
車
に
、

の
発
展
に
伴
い
、

一
九
〇
九
年
に
最
初
の
車
が
市
警
察
に
よ
っ
て
購
入
さ
れ
、
利
用
さ
れ

一
九
―
二
年
に
は
正
規
の
車
輛
隊
が
作
ら
れ
、

そ
の
翌
年
に
は
オ
ー

ト
バ
イ
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
パ
ト
ロ
ー
ル
馬
車
が
モ
ー
タ
ー

さ
ら
に
一
九
二
八
年
に
ク
ー

式
に
刑
事
局
が
作
ら
れ
、

騎
馬
警
官
パ
ト
ロ
ー
ル
が
徒
歩
に
よ
る
そ
れ
に

は
全
国
で
二
番
目
で
あ
っ
た
。

一
八
八
六
年
に
は
再
編
成
が
行
わ
れ
、

正

一
八
八
一
年
に
は
馬
車
に
よ
る
パ
ト
ロ
ー
ル
が
組
織
さ
れ
た
が
、
~ 

し一

れ
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一
九
ご
七
年
に
は
警
察
分
区
の
数
が
一

0
か
ら
七
に
減
ら
さ
れ
、
各
分

区
の
責
任
者
の
地
位
が
創
設
さ
れ
た
。
す
べ
て
の
交
通
問
題
の
管
理
は
各

分
区
か
ら
除
か
れ
て
交
通
局
長
の
指
揮
下
に
移
さ
れ
た
。
ま
た
そ
の
年
に

テ
レ
タ
イ
プ
に
よ
る
内
部
連
絡
組
織
が
設
け
ら
れ
、
三
八
口
径
の
ピ
ス
ト

ル
を
携
帯
で
き
る
現
代
的
な
制
服
が
採
用
さ
れ
た
。
翌
年
の
一
九
二
八
年

に
は
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
に
交
通
信
号
燈
が
設
置
さ
れ
、
以
前
、
手
や
笛
で
交

通
整
理
し
て
い
た
警
察
官
は
混
雑
の
ひ
ど
い
個
所
を
短
時
間
パ
ト
ロ
ー
ル

員
会
（
国
際
警
察
本
部
長
協
会
に
属
す
る
）

基
礎
的
作
業
と
見
な
さ
れ
た
。

の
勧
告
に
も
と
づ
い
て
新
た

な
記
録
シ
ス
テ
ム
が
作
ら
れ
た
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
一
環
で
あ
る
犯

罪
分
類
フ
ァ
イ
ル
と
が
大
変
有
効
と
わ
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
ら
は
統
一
報

告
制
度
(
-
九
一
．
九
年
に
全
国
の
主
要
警
察
で
採
用
済
）
確
立
の
た
め
の

か
く
し
て
近
代
的
記
録
制
度
に
新
境
地
を

開
い
た
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
は
こ
の
分
野
で
の
発
展
に
重
要
な
役
割
を
果
し

た
。
そ
れ
以
来
統
計
が
き
ち
ん
と
採
ら
れ
て
他
の
警
察
に
比
し
て
遜
色
の

ま
た
一
九
二
八
年
に
は
中
央
記
録
部
が
設
置
さ
れ
、

統
一
犯
罪
記
録
委

復
さ
れ
、
警
察
隊
は
市
治
安
局
の
警
察
部
門
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

一九――

-
0年
に
は
治
安
局
長
の
地
位
が
回

一
九
二
六
年
一
月
に
は
市
政
府
に
よ
っ
て
市

は
六
三
三
、

翌
年
に
は
七
．
四
に
達
し
た
。

か
所
に
分
か
れ
て
い
た
）

た
め
で
あ
っ
た
。

．
九
三
六
年
に
は
警
察
官
数

被
逮
捕
者
す
べ
て
の
登
録
と
留
置
と
を
一
か
所
に
集
め
る

一
九
三
四
年
に
は
も
う

1

つ
の
注
目
す
べ
き
改
善
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は

法
科
学
研
究
室
の
設
置
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
弾
道
検
宵
、

X
線
、
嘘
発
見

機
、
顕
微
鏡
、
型
と
り
器

(
m
o
u
l
a
g
e
)
そ
の
他
の
機
器
が
備
え
ら
れ
て
い

一
九
三
五
年
に
は
警
察
ク
レ
デ
ィ
ッ
ト
ユ
ニ
オ
ン
が
全
米
の
警
察
で

初
め
て
作
ら
れ
た
。
翌
年
―
月
に
は
中
央
署
が
市
役
所
内
に
復
活
し
た
。

（
そ
れ
ま
で
七

-
．
九
一
二
七
年
前
半
に
市
は
歴
史
始
ま
っ
て
以
来
の
大
洪
水
に
見
舞
わ
れ

る。

す
る
だ
け
で
よ
い
こ
と
と
な
っ
た
。

灯
、
救
急
箱
等
を
も
つ
車
が
配
備
さ
れ
た
。

ー
ル
が
組
織
さ
れ
、
翌
年
に
は
交
通
事
故
に
よ
る
死
傷
が
増
加
し
続
け
た

の
で
初
め
て
交
通
事
故
調
査
班
が
設
け
ら
れ
た
。
交
通
事
故
捜
査
部
が
正

れ
た
人
員
が
割
り
あ
て
ら
れ
、

カ
メ
ラ
、

メ
ジ
ャ
ー
、
赤
色
せ
ん
光
合
図

式
に
設
け
ら
れ
た
の
は
／
几
そ
六
年
で
あ
っ
た
。

同
部
に
は
特
に
訓
練
さ

一
九
三
三
年
に
は
市
全
域
に
わ
た
る
治
安
パ
ト
ロ

市
長
の
監
督
下
に
お
か
れ
た
。

一
九
二

0
年
ま
で
に
市
の
人
口
は
四

0
1
、
二
四
七
人
に
増
え
、
警
察

憲
章
が
制
定
さ
れ
、
市
行
政
の
他
の
分
野
と
同
じ
よ
う
に
警
察
も
直
接
に

し
た
こ
と
を
報
じ
た
。
警
察
官
の
人
数
も
六
六
二
名
に
上
っ
た
。

一
年
に
は
通
信
手
段
も
か
な
り
発
達
し
て
警
察
の
ラ
ジ
オ
局
も
二
年
が
か

り
で
完
成
し
た
。

同
年
に
は
市
の
定
年
制
度
が
確
立
し
、
警
察
職
員
に
対
す
る
定
年
基
金

に
取
っ
て
代
わ
っ
た
。

官
も
六
九
六
名
に
増
え
た
。

一
九

一
九
三

0
年
に
は
連
邦
の
統
計
は
市
の
人
口
が
四
五
一
、

な
い
も
の
と
な
っ
た
。

六
〇

一
六

0
に
達

8 -3 -404 (香法'88)
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策
が
決
ま
っ
た
。

設
置
が
ス
タ
ー
ト
し
、

水
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
四
平
方
マ
イ
ル
の
市
域
が
水
を
か
ぶ
り
、
浸
水

は
五

．．
 

マ
ィ
ル
先
に
も
及
ん
だ
。
こ
れ
は
大
き
な
災
厄
で
あ
っ
た
。

し
連
邦
軍
と
沿
岸
瞥
備
隊
と
の
助
力
を
え
て
警
察
は
非
常
事
態
宣
言
な
し

に
こ
れ
を
乗
り
き
る
こ
と
が
で
き
た
。

ヽ

し
カ

そ
の
年
に
ピ
ス
ト
ル
試
射
場
が
戸

外
に
作
ら
れ
、
射
撃
侵
秀
打
（
年
間
）
も
発
足
し
た
。

．
九
：
．
九
年
に
は
巾
域
で
急
速
に
深
刻
化
し
た
少
年
非
行
に
対
処
す
る

た
め
-
・
つ
の
屯
要
な
手
段
が
と
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
少
年
ク
ラ
ブ
活
動
が

シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
に
も
導
入
さ
れ
、
自
転
車
安
全
ク
ラ
ブ
も
特
別
に
訓
練
さ

れ
た
警
察
官
に
よ
っ
て
学
校
毎
に
始
め
ら
れ
た
。
訴
訟
が
あ
っ
て
遅
れ
て

い
た
市
の
強
制
車
検
場
も
そ
の
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た
。
翌
年
一
九
四

0
年

の
連
邦
統
計
に
よ
れ
ば
市
の
人
口
は
四
五
五
、
六
一

0
人
、
警
察
勤
務
者

は
市
定
年
制
度
の
適
用
外
と
さ
れ
た
。
そ
の
年
に
パ
ー
キ
ン
グ
メ
ー
タ
ー

と
が
導
入
さ
れ
た
の
も
同
年
で
あ
っ
た
。

一
九
四
二
年
に
は
緊
急
戦
争
状
態
に
対
応
す
る
た

め
民
間
防
衛
隊
の
編
成
準
備
が
始
ま
っ
た
。
二
相
の
ラ
ジ
オ
と
無
線
電
報

ま
た
同
年
に
は
夏
冬
兼
用
制
服

（
兼
用
は
初
め
て
）
を
含
む
装
備
と
ピ
ス
ト
ル
と
を
新
入
り
に
も
与
え
る
政

少
年
犯
罪
予
防
部
（
爾
来
な
ん
ど
も
改
名
）

は
一
九
四
三
年
に
作
ら
れ

．
九
四
．
什
に
は
判
決
に
よ
っ
て
警
察
定
年
基
金
が
復
活
し
、

は
七
：
三
名
に
達
し
た
。

た
。
オ
ハ
イ
オ
川
が
八

0
フ
ィ
ー
ト

警
察
官

（
限
界
線

t
こ
八
フ
ィ
ー
ト
）

も
増

九
八
人
に
達
し
た
と
発
表
し
た
。

＇ /¥ 

し
て
設
け
ら
れ
た
。

：
九
五

0
年
の
終
り
に
は
新
ら
し
く
六
つ
の
警
察
公

は
他
の
警
察
と
協
力
し
て
作
業
す
る
捜
索
願
処
理
班
が
少
年
部
の
[
環
と

ン
ド
に
射
撃
場
が
設
け
ら
れ
た
の
も
そ
の
年
で
あ
っ
た
。

一
九
四
七
年
に

一
九
四
六
年
の
初
期
に
婦
人
警
官
が
初
め
て
採
用
さ
れ
た
。

三、

シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
警
察
の
歴
史

（
戦
後
）

る
ま
で
に
は
幾
多
の
試
練
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

た
。
そ
の
年
、

ヽ

な
り

オ
ハ
イ
オ
州
の
コ
ン
テ
ス
ト
で
は
次
点
で
あ
っ
た
。

に
は
民
間
防
衛
隊
の
解
体
に
伴
い
、
召
集
に
よ
っ
て
弱
体
化
し
て
い
た
警

察
力
を
強
化
す
る
た
め
警
察

f
備
隊
を
設
置
し
た
。
ま
た
そ
の
年
に
ラ
ジ

九
四
四
年
の
終

り
に
は
警
察
隊
旗
に
／
几
九
個
の
星
（
出
征
し
て
い
る
同
僚
数
を
ポ
す
）

．
九
四
五
年
に
は
キ
ー
ラ
ー
式
ポ
リ
グ
ラ
フ
が
鑑
識

一
九
四
五
年
八
月
半
ば
に
終
戦
。
多
く
の
同
僚
が
職
場
に
戻
っ
て
き
た
。

そ
し
て
職
場
は
再
び
活
気
を
取
り
戻
し
て
き
た
。
し
か
し
現
在
の
姿
に
な

ロ
ッ
ク
ラ

舎
が
エ
リ
ー
通
り
に
設
け
ら
れ
た
。
統
計
局
は
市
の
人
口
が
五

0
三
、
九

課
に
導
入
を
見
た
。

が
記
さ
れ
て
い
た
。

オ
の

F
M
化
が
始
ま
り

九
四
九
年
に
完
了
し
た
。

―
九
四
四
年

シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
は
全
米
交
通
安
全
コ
ン
テ
ス
ト
で
一
位
と

8-3-405 (香法'88)



制
度
（
警
察
官
同
様
に
宣
誓
義
務
あ
り
）

が
発
足
し
た
。

受
け
た
。

力
し
て
実
際
に
活
動
を
開
始
し
た
。

丁
几
六
六
年
に
は
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

シ
ョ
ッ
ト
首
席
警
察
官
が
亡
く
な
っ
て
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
警
察
も
大
打
撃
を

一
九

k
e
)

に
移
っ
た
。

一
九
五

か
ら
で
あ
っ
た
。

れ
た
。

ラ
ー
が
ダ
ー
ク
ブ
ル
ー
か
ら
ラ
イ
ト
プ
ル
ー
ヘ
と
変
更
さ
れ
た
。

一
九
五
一
年
に
は
週
の
平
均
労
働
時
間
が
四
八
時
間
か
ら
四
四
時
間
に

止
さ
れ
、

そ
の
仕
事
と
人
員
と
は
地
区
警
察
に
移
譲
さ
れ
た
。

年
の
初
め
、

二
分
区
公
舎
二
階
の
新
校
舎
へ
と
移
転
し
た
。

部
屋
に
移
っ
た
。

ば
．
九
六

0
年
に
市
の
人
口
は
五

011
、

一
九
五
ニ

ス
ピ
ー
ド
違
反
検
挙
の
た
め
レ
ー
ダ
ー
が
採
用
さ
れ
て
効
果

を
挙
げ
た
。
警
察
訓
練
教
室
は
ポ
リ
ス
ア
カ
デ
ミ
ー
と
名
前
を
変
え
、
第

一
九
五
五
年
初
め
に
は
リ
ン
カ
ン
パ
ー
ク
の
公
舎
の
供
用
が
開
始
さ
れ

た
。
そ
こ
に
は
幹
部
用
宿
舎
の
み
で
な
く
少
年
部
、
交
通
部
お
よ
び
分
区

本
部
が
設
け
ら
れ
た
。
同
時
に
分
区
の
境
界
の
見
直
し
も
始
め
ら
れ
た
。

同
年
の
後
半
に
は
犯
罪
予
防
部
、
記
録
課
お
よ
び
人
定
課
が
市
役
所
の
空

い
く
つ
か
の
課
が
リ
ン
カ
ン
パ
ー
ク
に
転
出
し
て
い
た

．
九
五
五
年
に
一
団
の
警
察
官
見
習
が
初
め
て
採
用
さ
れ
た
。

六
年
四
月
に
は
週
四

0
時
間
制
の
採
用
を
見
た
。

一
九
五
七
年
―
二
月
に

は
第
五
分
区
の
た
め
の
新
公
舎
が
ル
ド
ロ
ー
通
り
に
開
設
さ
れ
た
。

五
九
年
四
月
に
は
一
名
の
巡
査
部
長
と
一

0
人
の
巡
察
係
と
か
ら
成
る
機

動
班
が
独
立
の
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
と
し
て
発
足
し
た
。
連
邦
の
統
計
に
よ
れ

五
五

0
に
達
し
た
。
ま
た
同
年

に
狂
犬
対
策
班
設
置
の
動
き
が
起
こ
り
、
翌
年
に
は
同
班
は
機
動
班
と
協

一
九
六
七
年
に
は
警
察
官
見
習
教
育
の
た
め
の
協
力
制
度
が
市
警
察
と

員
指
導
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
九
六
の
公
立
校
と
六

0
の
教
区
校
と
に
向
け
て
始

め
ら
れ
た
。
市
警
察
が
自
動
車
を
利
用
し
始
め
て
以
来
初
め
て
、
そ
の
カ

一
九
六
八
年
の
夏
か
ら
制
服
警
官
に
も
半
袖
白
シ
ャ
ツ
の
着
用
が
許
さ

れ
た
。
翌
年
三
月
に
は
地
区
犯
罪
情
報
セ
ン
タ
ー
が
活
動
を
開
始
し
た
。

同
年
六
月
に
は
警
察
本
部
長
の
国
際
組
織
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
報
告
書
に

も
と
づ
い
て
部
課
の
再
編
成
が
行
わ
れ
、
新
し
い
犯
罪
予
防
対
策
部
が
発

足
し
た
。
ま
た
広
報
活
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
す
べ
て
の
警
察
分
区
に
広
げ
ら

一
九
六
九
年
八
月
に
リ
ン
カ
ン
パ
ー
ク
公
舎
の
増
改
築
が
始
ま
っ
た
。

同
年
―
二
月
に
は
市
役
所
に
残
っ
て
い
た
す
べ
て
の
警
察
部
局
が
拘
禁
機

関
を
除
い
て
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ
の
新
ビ
ル

(
A
l
m
s
a
n
d
 D
o
e
p
'
 

一
九
七

0
年
初
期
に
は
第
二
分
区
が
第
一
分
区
に
吸
収
さ
れ
た
。

そ
の

結
果
分
区
数
は
六
つ
と
な
っ
た
。
市
の
中
心
部
も
初
め
て
オ
ー
ト
バ
イ
に

よ
る
パ
ト
ロ
ー
ル
の
洗
礼
を
受
け
た
。
こ
の
年
の
暮
に
最
初
の
婦
人
警
官

が
退
職
し
た
。

ま
た
婦
人
警
官
用
制
服
が
採
用
さ
れ
た
。
ジ
ェ
イ
コ
ブ
・

減
ら
さ
れ
た
。
ま
た
そ
の
年
、
自
動
車
輸
送
部
は
独
立
単
位
と
し
て
は
廃

シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
大
学
と
の
間
で
作
ら
れ
た
。
そ
の
年
の
一

0
月
末
に
は
教

＇ Iヽ
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(
m
u
g
 shot) 

し
た
。

こ。f
 

ォ
ー
ド
基
金
か
ら
四
七
八
、

1
0
 0
ド
ル
の
援
助
を
え
て

"
C
o
m
,
 
S
e
c
 

ロ
ー
ル
地
区
の
再
編
に
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

＇ /¥ 

一
九
七
五

し
た
。

州
お
よ
び
私
的
機
関
の
応
援
を
え
て
市
警
察
は
必
要
な
救
援
活
動
を
組
織

ン
が
作
ら
れ
た
。

て
こ
の
課
は
効
果
的
な
訓
練
計
画
を
策
定
し
た
。

同
年
[
月
に
は
笞
察
本
部
に
新
ら
し
い
通
信
課
が
設
け
ら
れ
ヽ

着
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
付
）

ス
テ
ー

（
上
着
襟
装

と
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
型
上
着
と
が
標
準
装
備
と
し

↓
九
七
/
年
に
カ
ー
ル
・
グ
ッ
デ
ィ
ン
首
席
警
察
官
が
着
任
し
た
。

フ

と
し
て
知
ら
れ
る
新
ら
し
い
パ
ト
ロ
ー
ル
技
術
が
導
入
さ
れ
た
。
た
だ
し

第
一
分
区
で
一
定
限
度
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
他
の
援
助
に
よ
っ
て
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
と
の
関
係
強
化
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
車
と
が
備
え
ら
れ

一
九
七
二
年
に
は
六
つ
の
分
区
す
べ
て
に
お
い
て
オ
ー
ト
バ
イ
パ
ト
ロ

ー
ル
が
始
ま
っ
た
。
こ
の
新
方
式
は
犯
罪
予
防
と

P
R
と
に
お
い
て
き
わ

め
て
効
果
的
で
あ
っ
た
。
同
年
一
月
に
は
飲
酒
運
転
問
題
に
対
処
す
る
た

め
連
邦
か
ら
の
援
助
で
飲
酒
運
転
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
作
ら
れ
た
。
大
量

分
類
方
式
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
短
時
間
に
一
指
紋
や
顔
写
真

か
ら
犯
人
を
突
き
と
め
ら
れ
る
新
鑑
識
方
法
が
ス
タ
ー
ト

一
九
七
三
年
に
は
三

0
0万
ド
ル
に
の
ぼ
る
フ
ォ
ー
ド
基
金
援
助
を
え

て
、
ま
た
初
期
の
成
功
に
勇
気
づ
け
ら
れ
て
べ
'
C
o
m
,
 
S
e
c
"
パ
ト
ロ
ー
ル

が
第
一
分
区
全
体
に
広
げ
ら
れ
た
。
こ
の
方
式
の
基
本
目
的
は
市
民
と
警

察
と
の
協
力
を
強
化
し
て
安
全
な
社
会
を
築
く
こ
と
に
あ
っ
た
。
同
時
に

計
画
が
ス
タ
ー
ト
し
て
翌
年
ま
で
継
続
、
警
察
官
全
員
に
最
新
の
捜
査
技

術
が
伝
え
ら
れ
た
。
同
年
に
は
市
の
弁
護
士
の
協
力
を
え
て
正
式
に
法
務

課
が
作
ら
れ
た
。

地
域
分
割
パ
ト
ロ
ー
ル
は
一
九
七
四
年
に
最
初
の
年
間
計
画
を
完
了
し

た
が
、
成
功
と
評
価
さ
れ
た
。
そ
こ
で
同
計
画
を
他
分
区
に
広
げ
る
プ
ラ

、
、
、
、

一
九
七
四
年
春
、
大
き
な
た
つ
ま
き
が
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
の
各
所
を
襲
い
、

と
く
に
セ
ラ
ー
パ
ー
ク
地
区
に
深
刻
な
被
害
を
与
え
た
。
他
の
市
、
郡
、

一
九
七
五
年
初
期
に
第
四
分
区
と
第
七
分
区
と
が
結
合
し
て
新
た
に
第

四
分
区
を
作
り
、

レ
デ
ィ
ン
グ
ロ
ー
ド
に
署
を
構
え
た
。
同
分
区
の
諸
施

設
は
住
民
と
警
察
と
か
ら
成
る
特
別
委
員
会
で
プ
ラ
ン
が
練
ら
れ
て
お

り
、
ア
メ
リ
カ
で
最
も
進
ん
だ
設
備
の
一
っ
と
見
な
さ
れ
た
。

年
に
は
第
三
と
第
五
の
分
区
と
が
第
一
に
結
合
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
パ
ト

一
九
七
六
年
は
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
市
お
よ
び
警
察
に
と
っ
て
特
別
な
年
で

あ
っ
た
。
通
常
の
業
務
に
加
え
て
次
の
多
く
の
催
し
に
さ
い
し
綿
密
な
保

―
九
七
四
年
一
月
施
行
の
新
オ
ハ
イ
オ
刑
法
典
に
即
し

て
導
入
さ
れ
た
。

シ
ョ
ン

X
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
。
個
人
用
相
互
通
信
ラ
ジ
オ

ロ
ッ
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
進
め
ら
れ
た
。

第
五
分
区
に
お
い
て
新
捜
杏
方
式
の
有
用
性
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
パ
イ

一
九
七
三
年
に
は
捜
査
技
術
訓
練

8-3-407 (香法'88)



カ
ラ
ー
が
見
な
れ
た
ラ
イ
ト
ブ
ル
ー

（
し
ば
し
ば

C
i
t
y
G
r
a
y
と
呼
ば
れ

こ。t
 前

什
に
休
蝦
を
り
え
ら
れ
て
い
た
▲
：
二
名
の
警
察
官
が
復
帰
を
許
さ
れ
ん
で
い
る
。

昇
を
越
え
た
の
で

A
'
C
o
m
,
 
S
e
c
 ̀
，
の
名
称
は
廃
止
さ
れ
た
。

に
協
力
し
て
重
要
事
件
の
処
理
の
促
進
を
は
か
っ
て
い
る
。

と
多
く
の
二
般
公
務
員
と
が
解
雇
さ
れ
た
。

．
九
五
五
年
に
発
足
し
た
警
察
官
見

し
こ
。

才

t

功
し
た
。

必
要
の
な
い
軽
微
な
違
反
の
通
報
を
処
理
す
る
こ
と
に
あ
り
、

そ
の
目
標

設
二
百
年
祭
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
リ
ー
グ
始
球
式
、

方
・
州
・
連
邦
レ
ベ
ル
の
各
種
選
挙
（
多
く
の
候
補
者
と
訪
問
者
と
が
集

ま
る
）

な
ど
な
ど
。

連
邦
創
設
一
．
百
年
祭
の
年
も
忙
し
い
年
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
市
民
と

笞
察
と
の
協
力
に
よ
り
犯
罪
発
生
率
を
六
・
八
五
％
減
少
さ
せ
る
の
に
成

全
米
の
市
と
同
様
に
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
も
不
景
気
に
見
舞
わ
れ
、
予
算
削

減
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
市
警
察
も
残
念
な
が
ら
一

1
0
0人
も
の
一
時
解

雇
を
強
い
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

皆
制
度
が
全
員
．
時
解
雇
で
終
り
を
告
げ
た
。
加
え
て
九
四
人
の
警
察
官

ー
が
首
席
警
察
官
こ
壬
命
さ
れ

．
九
七
六
年
＿
月
に
ミ
ロ
ン
・
レ
ス
ラ

i
イ

た
。
レ
ス
ラ
ー
大
佐
は
全
米
で
た
っ
た
八
人
の
新
隊
長
の
．
人
で
あ
っ
た
。

今
九
じ
七
年
に
は
五
つ
の
分
区
す
べ
て
に
お
い
て
新
ら
し
い
パ
ト
ロ
ー

ル
方
式
が
採
用
さ
れ
た
。
従
前
の
巡
同
区
域
が
大
き
く
な
っ
て
互
い
に
境

／
几
七
八
年
に
は
警
察
車
が
新
ら
し
い
粧
い
を
身
に
ま
と
っ
た
。
車
の

に
変
え
ら
れ
た
。

同
時
に
二
次
的
苦
情
処
理
班

(
S
C
O
)

が
試
験
的
に
ス
タ
ー
ト
し
た
。

と
す
る
と
こ
ろ
は
パ
ト
ロ
ー
ル
班
を
よ
り
大
切
な
仕
事
の
た
め
に
確
保
し

て
お
く
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は

1

九
七
九
年
一
月
に
完
全
実
施
に
移
さ

一
九
七
八
年
に
は
捜
査
課
に
主
要
犯
罪
人
対
策
班

(
M
O
P
)
が
設
け
ら

れ
た
。
こ
の
班
の
目
的
は
慣
習
も
し
く
は
重
要
犯
罪
人
の
訴
追
を
容
易
に

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
同
班
の
警
察
官
は
ハ
ミ
ル
ト
ン
郡
検
事
局
と
密
接

一
九
八
六
年
に
犯
罪
仕
置
人

(
C
r
i
m
e
s
t
o
p
p
e
r
s
)
と
い
う
番
組
が
地
方

テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
た
。
こ
れ
は
犯
罪
鎮
圧
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
こ
の

未
解
決
事
件
紹
介
番
組
に
引
き
つ
が
れ
、
市
民
の
間
に
大
き
な
関
心
を
呼

沿
い
の
女
王
認
証
の
町
を
意
味
す
る
）

ワ
ー
ル
ド
シ
リ
ー
ズ
、
地

安
と
群
集
管
理
と
に
任
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
市
創

に
つ
け
ら
れ
て
い
た
）

も
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト
な
川
と
王
冠
（
オ
ハ
イ
オ
川

広
報
課
内
に
設
け
ら
れ
た
同
班
の
目
的
は
パ
ト
ロ
ー
ル
カ
ー
を
急
派
す
る

番
組
は
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
ミ
ス
テ
リ
ー

(
C
i
n
c
i
n
n
a
t
i
M
y
s
t
e
r
i
e
s
)
と
い
う

た
）
か
ら
白
に
変
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
伝
統
的
な
市
の
紋
章
（
車
の
ド
ア

六
四
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罪
に
対
処
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
警
察
の
組
織

市
笞
察
は
大
き
く
四
つ
の
部
に
わ
か
れ
る
。
業
務
部

(
O
P
e
r
a
t
i
o
n
s

B
u
r
e
a
u
)
、
捜
杏
部
(Investigations
B
u
r
e
a
u
)
、
技
術
部
(
T
e
c
h
n
i
c
a
l

S
e
r
v
i
c
e
s
 B
u
r
e
a
u
)
、
人
車
ず
部~
(
P
e
r
s
o
n
n
e
l

R
e
s
o
u
r
c
e
s
 B
u
r
e
a
u
)
が

そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
仕
事
の
内
容
を
以
ド
に
簡
単
に
説
明
す
る
。

に
属
し
て
二
四
時
間
業
務
に
服
し
、

ミ
八
五
、

0
0
0人
を
上
廻
る
住
民

の
安
全
を
守
っ
て
い
る
。
こ
の
部
の
中
に
は
い
く
つ
か
の
班
が
あ
る
が
、

そ
の
う
ち
に
犯
罪
予
防
班

(
C
r
i
m
e
P
r
e
v
e
n
t
i
o
n
 
U
n
i
t
)
 
は
学
校
と
協

力
し
て
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
、
青
少
年
の
暴
力
的
行
動
(
g
a
n
g
activity) 

管
轄
は
五
つ
に
わ
か
れ
、

ト
ロ
ー
ル
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
第
一
分
区

(District
O
n
e
)
と
か

第
五
分
区

(District
F
i
v
e
)
 
と
か
呼
ば
れ
る
。
各
分
区
で
は
定
期
の
パ

そ
の
地
区
特
有
の
問
題
を
処
理
し
て
い
る
。
た

と
え
ば
第
一
分
区
で
は
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
で
し
ば
し
ば
開
か
れ
る
全
国
規
模

の
催
し
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
第
五
分
区
で
は
大
規
模
な
麻
薬
犯

市
警
察
組
織
の
中
で
最
大
の
も
の
で
あ
り
、
警
察
官
の
約
八
割
が
こ
こ

六
五

こ
の
部
は
麻
薬
、

悪
徳
（
vice)
、
犯
罪
捜
査
、
テ
ロ
・
組
織
犯
罪
に
関

す
る
情
報
収
集
に
つ
い
て
責
任
を
も
っ
て
お
り
、
捜
査
課
、
中
央
悪
徳
対

策
課
、
情
報
課
、
麻
薬
連
絡
課
の
四
つ
に
わ
か
れ
る
。

ぃ
捜
杏
課
は
さ
ら
に
多
く
の
班
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
実

ヽ

行
す
る
）

こ
）
ふ
ー
る
。

l
"

ナ
ヵ

i

は
子
供
の
失
踪
だ
け
で
な
く
子
供
の
虐
待
、
放
置
、
監
禁
な
ど
を
扱
う
。

最
近
そ
の
数
が
ふ
え
て
き
て
い
る
の
で
、
子
供
関
係
の
病
院
そ
の
他
と
の

次
の
殺
人
班

(
H
o
m
i
c
i
d
e
S
q
u
a
d
)
は
す
べ
て
の
殺
人
、
疑
問
死
、
直

度
の
暴
行
、
強
姦
、
性
犯
罪
（
被
害
者
が
一
八
歳
以
上
）
、
警
察
官
の
か
ら

む
発
砲
も
し
く
は
死
亡
、

ま
ず
青
少
年
救
援
班

(
Y
o
u
t
h
A
i
d
 S
q
u
a
d
)
 

す
べ
て
の
誘
拐
な
ど
を
扱
う
。

犯
行
を
行
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

強
盗
班

(
R
o
b
b
e
r
y
U
n
i
t
)
は
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
、
境
界
を
こ
え
た
犯
行
、

特
別
な
手
口
の
犯
行
な
ど
に
つ
い
て
分
区
警
察
の
捜
査
を
助
け
る
。
犯
罪

捜
査
学
班

(Criminalistics
S
q
u
a
d
)
は
犯
行
現
場
に
残
さ
れ
た
痕
跡
の

分
析
、
指
紋
に
よ
る
犯
人
の
割
り
出
し
、
弾
丸
の
鑑
定
な
ど
を
扱
う
。

夜
盗
・
自
動
車
窃
盗
班

(
B
u
r
g
l
a
r
y
a
n
d
 A
u
t
o
 T
h
e
f
t
 Units)

は

文
字
ど
お
り
夜
盗
と
車
窃
盗
と
を
扱
う
が
、
過
去
一
一
年
に
わ
た
り
連
邦
捜

査
局
と
協
力
し
て
組
織
的
犯
罪
と
の
戦
い
や
盗
品
の
回
復
に
お
い
て
著
し

に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
て
い
る
。

犯
罪
率
は
急
上
昇
し
た
が
、

こ
れ
は
一
人
の
犯
人
が
病
院
関
係
で
多
数
の

連
絡
を
密
に
し
て
問
題
解
決
に
努
力
し
て
い
る
。

（
業
務
部

四、

一
九
八
七
年
に

口
捜
査
部

8 -3-409 (香法'88)



ー
麻
薬
連
絡
課

(.Narcotic
L
i
a
i
s
o
n
 
S
e
c
t
i
o
n
)
 

州
に

ltf門
家
を
送
り
、

ハ
ミ
ル
ト
ン
郡
に
お
け
る
多
方
面
の
麻
薬
対
策
に

は
地
方
麻
薬
対
策

り
r
)
テ，し｝、る。

-

l

 

ー
，

f

・
~

集
を
常

)

4

)

0

 

-
t
 
詞
課
は
打
い
者

ヽ

テ
ロ
リ
ス
ト

ギ
ャ
ン
グ
に
つ
い
て
の
情
報
収

と
に
さ
い
し
活
蹄
し
た
。

そ
い
鮎
果
深
刻
な
事
件
は
な
ん
ら
発
生
し
な
か

か
け
て
の
間
界
l

ィ
ヤ
ー
ア
ス
ケ
ー
ト
選

f
権
大
会
の
間
催
と
そ
の
準
備

③
伯
報
諜

(Intelligence S
e
c
t
i
o
n
)
 
は
／
几
八
パ
年
か
ら
八
七
年
に

警
察
官
の
人
数
と
給
り
と
は
表

B
の
と
お
り
で
あ
る
。

日
を
光
ら
せ
た
。

そ
り
結
児
多
憎
の
麻
薬
方
を
没
収
で
き
た
。

表

A
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
市
警
察
の
年
報
＾
九
八
七
年
版
に
よ
れ
は

取
締
り
に
も
成
功
し
だ
。
麻
使
売
買
者

(
D
r
u
g
T
r
a
f
f
i
c
k
e
r
)
に
は
特
に

邦
警
察
の
統
叶
に
よ
れ
ば
、
じ
要
犯
罪

P
a
r
t
 1
 

O
f
f
e
n
c
e
s
)
 
の
解
決
率
ば

行
や
苫
情
甲
立
を
も
扱
う
。

／
几
八
じ
仔
に
は
仕
民
の
協
力
を
え
て
街
娼

ホ
ル
ノ
関
係
の
犯
罪
を
扱

A

つ
。
併
せ
て
酒
に
関
す
る
法
執

囚
そ
い
他

は
麻
薬
、

調
杏
を
も
担
ヤ
ー

t
る。

ル
の
損
失
も
誌
大
て
あ
っ
た
。

る。 い
業
績
を
あ
け
た
。
質
屋
班

(
P
a
w
n
S
h
o
p
 U
n
i
t
)
 
は
一
九
八
七
年
に

お
い
て
盗
品
回
復
や
捜
任
の
糸
口
発
見
に
顕
若
な
成
績
を
収
め
た
。
ポ
リ

グ
ラ
フ
班
は
犯
罪
捜
査
の
み
で
な
く
公
務
員
採
用
試
験
で
も
手
助
け
し
て

詐
欺
班

(
F
r
a
u
d
U
n
i
t
)
は
大
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
地
区
の
種
々
の
法
執
行

て
新
刑
許
欺
罪
の
解
決
に
努
め
、
連
邦
警
察
に
関
連
情
報
を
提
供
し
て
い

．
几
八
七
什
に
は
新
種
咋
欺
巾
件
い
数
は
激
増
し
、
背
管
区
で
の
ド

い
中
央
悪
徳
対
第
謀

(
C
e
n
t
r
a
l
¥'ice C
o
n
t
r
o
l
 S
e
c
t
i
o
n
)
 

先
春
、
賭
博
、

機
関
と
連
絡
を
と
り
、
ま
た
銀
行
や
実
業
界
と
も
コ
ン
タ
ク
ト
を
密
に
し

し) 

几
八
七
年

0
連

こ
の
部
は
市
警
察
に
対
す
る
広
範
な
側
面
的
支
援
を
担
当
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
記
録
の
保
管
・
運
用

(
W
a
r
r
a
n
t
/
I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
U
n
i
t
を
助

け
る
）
、
機
器
の
管
理
運
営
、
通
信

f
段
の
整
備
な
ど
で
あ
る
。

四
人
事
部

あ
ら
ゆ
る
人
事
面
を
扱
う
。
し
だ
が
っ
て
警
察
大
学
校

(
P
o
l
i
c
e
A
c
a
d
'
 

e
m
y
)
の
運
営
に
責
打
を
も
ち
、
警
察
官
へ
の
苦
情
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
り

こ
こ
で
使
宜
礼

rJlデ
ー
タ
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

口
技
術
部

。
る

、≫

て
し

協
力
し
て
い
る
。

そ
し
て
多
く
の
対
策
機
関
（
全
米
）

に
情
報
を
提
供
し

六
六
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アメリカ刑事司法の一断面(1) (庭山）

表A

分 類 µ~~- 解決数 ％ 

I -・ 

Homicide (殺人） 60 87.0 

Rape (強姦） 344 245 71. 2 

Robbery (強盗） 1,184 455 38.4 

Aggravated Assault (,_f{度刷jーー） l, 571 1,322 84.2 

Burglary (夜盗） ;:, . 735 l, 51 l 26.3 

Larceny /Theft (窃硲佐谷罪） 28.9 

Motor Vehicle Theft (日動車盗） 45.5 

Arson (放火） 13 .2 

ヘ ,d- 27 33.0 

し一
11 

表 B

□ Police Chief I i"1席努Sw察o'(rnf) I -

→ - '一し一"""- --- ' 

人 数 q: ｛奉（ドル）

―“ 
--

l 62,443 

Lieutenant Colonel 中佐） 5 51. 508 ～ 53,828 

Captain (大尉） L8 44,405 ～ 46,405 

Lieutenant (中尉） 35 38,020 ～ 40,006 

Sergeant (巡任部長） 120 33,458 ---.. 34,487 

Specialist (専門員） 1:39 :n. 1ss -、 32,109 

Police Officer (巡ft) 588 25,797 ～ 29,728 

計 906* 

六七

＊ほかに Non-Sworn208名、 SchoolCrossing Guards (Part-Time) 111名が

し』る。
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